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うお願い申し上げます。また、株主総会会場では、感染
予防のための措置（運営スタッフのマスク着用・検温・
アルコール消毒液の設置等）を講じる場合がありますの
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つきましては、本年は中止とさせていただきます。

●今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生ず
る場合は、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたしま
すので、事前にご確認をお願い申し上げます。
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（証券コード 4229)
2020年６月８日

株 主 各 位
群馬県高崎市宿大類町700番地

　

代表取締役 社長執行役員 有田 喜一郎

第103回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第103回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げま
す。
　なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法による議決権の行使も可能ですの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年６月25日（木）午後５
時５分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
　【書面（郵送）による議決権行使】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに
到着するようご返送ください。
【電磁的方法（インターネット）による議決権行使】
　４頁から５頁までに記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のう
え、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具
記

1. 日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 群馬県高崎市宿大類町700番地

当社 大会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 株主総会の目的事項
報告事項 1. 第103期（2019年４月１日から）2020年３月31日まで

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

2. 第103期（2019年４月１日から）2020年３月31日まで
計算書類報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎本総会ご出席の節は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出願います。ま
た、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
　
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結注記表及び個別注記表は、法令及び定款に
基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.gunei-chemical.co.jp）に掲
載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付
書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部でありま
す。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.gunei-chemical.co.jp）に掲載さ
せていただきます。
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スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、1回に限り「ログインID」
「仮パスワード」の入力が不要になりました！

【議決権行使についてのご案内】
株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。
後記の株主総会参考書類（６頁～12頁）をご検討のうえ、議決権の行使をお願い申し上げます。
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができますが、新型コロナウイルスの感染が拡大している
状況を踏まえ、可能な限り書面（郵送）またはインターネットによる事前行使をご検討ください。

１．書面（郵送）で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2020年６月25日（木曜日）午後５時５分到着分まで
　
２．インターネットで議決権を行使される場合

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセ
スし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご入力
いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2020年６月25日（木曜日）午後５時５分まで

３．株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、本定時株主総会当日に会場受付にご提出ください。
（ご捺印は不要です。）
また、本招集ご通知をご持参ください。

日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
場 所 群馬県高崎市宿大類町700番地

当社 大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
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第103回定時株主総会
開催日　2020年6月26日
株主番号　00000000
行使できる議決権の数　0個

群栄化学工業株式会社

見本
見本

インターネットによる議決権行使のご案内

2020年６月25日（木）
午後５時５分まで

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンま
たはパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセス
いただき、画面の案内に従って行使していただきますよ
うお願いいたします。

スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

1.QRコードを読み取る

議決権行使書副票（右側）

2.画面の案内に従って賛否をご入力する

議決権行使期限

「ログイン用
QRコード」はこちら

スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」
「仮パスワード」の入力が不要になりました！

同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ロ
グイン用QRコード」を読み取りいただくことで、
ログインいただけます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

２回目以降のログインの際は…
次頁の記載のご案内に従ってログインしてください。
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0120-173-027

議決権行使ウェブサイト

1.議決権行使ウェブサイトに
　アクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の
　副票（右側）に記載された「ログイン
　ID」及び「仮パスワード」を入力

3.「新しいパスワード」と
　「新しいパスワード（確認用）」
　の両方に入力

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

https://evote.tr.mufg.jp/

【議決権行使サイトの操作方法に関する
　お問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

（通話料無料、受付時間：午前９時～午後９時）

ご注意事項
■ インターネットより議決権を行使される場
合は、郵送によるお手続きは不要です。

■ 郵送とインターネットにより、二重に議決
権行使をされた場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効として取り扱
わせていただきます。

■ インターネットにより、複数回数にわたり
議決権行使をされた場合は、最終に行われ
た議決権行使の内容を有効として取り扱わ
せていただきます。

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック

「送信」をクリック
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株主総会参考書類
　
議案及び参考事項
　

　第１号議案　剰余金の処分の件
　

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策のひとつとして位置付けてお
ります。財務体質を強化しつつ、事業の成長を図り、業績に裏付けされた成果の配分を株
主の皆様に行うことを基本方針とし、１株当たりの配当の向上に努め、安定的に配当を行
っております。
　第103期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、以下のとおりといたしたいと
存じます。

　 期末配当に関する事項

　（１）配当財産の種類
　 金銭といたします。

　

　（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　 当社普通株式１株につき金40円 総額 268,817,520円
　（ご参考）中間配当として１株につき金40円をお支払いしておりますので、

当期の年間配当は１株につき金80円となります。
　

　（３）剰余金の配当が効力を生じる日
　 2020年６月29日

なお、配当原資につきましては、利益剰余金とすることを予定しております。
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　第２号議案　取締役５名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役有田喜一、有田喜一郎、湯浅快哉、岩淵滋、田村正明
の各氏は任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

番号 氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社株式数

1
有
あ り た
田　喜一

よしかず

( 1943年 )２月23日生

再任

1967年４月 当社入社
1974年12月 取締役滋賀工場建設部長
1977年11月 常務取締役
1981年７月 代表取締役副社長
1988年７月 代表取締役社長
2012年７月 代表取締役社長開発本部管掌
2013年６月 代表取締役社長開発本部・管理本部管掌
2015年７月 代表取締役社長ＧＣＩプラザ管掌
2016年６月 代表取締役会長（現任）

107,529株

〔取締役候補者とした理由〕
　経営者としての豊富な経験、化学に対する造詣の深さ、業界における諸活動か
ら得た知見を併せ持ち、的確な意思決定の実施とリーダーシップを発揮してきた
実績から引き続き経営全般の統括が期待できるためであります。
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番号 氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社株式数

2
有田喜一郎
あ り たきいちろう

( 1971年 )３月11日生

再任

1998年４月 当社入社
2004年６月 取締役管理本部長
2006年５月 取締役営業部門副管掌
2008年６月 常務取締役営業部門副管掌
同 年７月 常務取締役西日本地区管掌

2011年４月 常務取締役管理本部管掌
同 年６月 取締役副社長事業開発本部・製造本部・

管理本部統括兼管理本部管掌
2012年７月 取締役副社長 社長補佐、

経営企画室・監査室管掌
2013年10月 代表取締役副社長 社長補佐、

経営企画室・監査室管掌
2016年６月 代表取締役社長管理本部・経営企画室・

監査室・品質保証チーム管掌
2018年４月 代表取締役社長管理本部・

監査室・品質保証チーム管掌
同 年６月 代表取締役 社長執行役員

経営全般・監査室・品質保証チーム管掌(現任)

70,366株

〔取締役候補者とした理由〕
　多岐にわたる部門の責任者を歴任した豊富な経験と経営についての見識を併せ
持ち、迅速・果断な意思決定をもって対処すべき課題に取り組んでいることか
ら、今後も当社グループの持続的成長への貢献が期待できるためであります。

3
湯
ゆ あ さ
浅　快哉

よ し や

( 1956年 )３月17日生

再任

1978年４月 日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
2006年10月 同社東京機能化学品部長兼

大阪機能化学品部長兼
精密化学品部長兼化粧品部長

2008年10月 双日アジア会社（シンガポール）
アジア・大洋州化学品合成樹脂部門地域部門長

2010年６月 双日欧州会社
デュッセルドルフ支店長兼
ハンブルグ支店長兼プラハ所長

2014年２月 双日株式会社監査部担当部長
2015年６月 当社監査役
2019年６月 当社取締役 執行役員管理本部長（現任）

1,215株

〔取締役候補者とした理由〕
　総合商社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、グローバルな視点での経
営指揮が期待できます。また、当社監査役としての経験を取締役会の適切な意思
決定に活かせると判断したためであります。
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番号 氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する

当社株式数

4
岩
いわぶち
淵　滋

しげる

( 1952年 )１月31日生

再任　社外　独立

1974年４月 三井石油化学工業株式会社
(現三井化学株式会社)入社

2003年10月 同社執行役員 ポリエチレン事業部長
2005年４月 同社執行役員待遇嘱託

株式会社プライムポリマー取締役
企画管理部長

2007年４月 同社常務執行役員待遇嘱託
株式会社プライムポリマー取締役
企画管理部長

同 年６月 同社常務執行役員待遇嘱託
株式会社プライムポリマー代表取締役社長

2009年６月 同社専務執行役員待遇嘱託
株式会社プライムポリマー代表取締役社長

2010年６月 同社専務取締役
2012年６月 同社常勤監査役
2013年６月 フクビ化学工業株式会社社外取締役（現任）
2016年６月 当社取締役（現任）

1,016株

〔社外取締役候補者とした理由〕
　化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を有しており、当社
の社外取締役としての職務を適切に果たしていただけると判断したためでありま
す。

5
田
た む ら
村　正明

まさあき

( 1947年 )２月５日生

再任　社外　独立

1969年４月 株式会社群馬銀行入行
2005年６月 同行取締役兼執行役員

総合企画部長委嘱
2006年６月 同行常務取締役

総合企画部長委嘱
2009年６月 同行専務取締役
2011年６月 群馬土地株式会社 代表取締役社長
2016年６月 当社取締役（現任）

1,518株

〔社外取締役候補者とした理由〕
　金融業界での豊富な経験と経営者としての幅広い見識を有しており、当社の社
外取締役としての職務を適切に果たしていただけると判断したためであります。

　

（注）1. 所有する当社株式数は、役員持株会の持分を含めた2020年３月31日現在のものであります。（１株
未満切り捨て）

　 2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　 3. 岩淵滋、田村正明の両氏は、社外取締役候補者であります。
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　 4. 三井化学株式会社は、当社の特定関係事業者であり、岩淵滋氏は過去に同社の業務執行者となったこ
とがありますが、相応の期間業務執行は行っておらず、独立性に影響を及ぼすおそれはありません。

5. 当社は、岩淵滋、田村正明の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て
おり、本議案が承認可決された場合、引き続き両氏を独立役員として届け出る予定です。

6. 岩淵滋、田村正明の両氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって４年となります。
7. 当社は、岩淵滋、田村正明の両氏との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法
第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、
本議案が承認可決され、両氏が再任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。

　第３号議案　監査役２名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役二宮茂明、塚田和男の両氏は任期満了となりますの
で、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

番号 氏 名
(生年月日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する

当社株式数

1
二
にのみや
宮　茂明

しげあき

( 1951年 )２月18日生

再任　社外　独立

1973年４月 大蔵省(現財務省)入省
1989年６月 名古屋国税局直税部長
1990年７月 東京国税局査察部長
1997年７月 大蔵省北陸財務局長
2000年６月 大蔵省大臣官房参事官
2001年１月 財務省関東財務局長
2002年７月 国民生活金融公庫理事
2005年６月 株式会社群馬銀行取締役(非常勤)
2005年７月 財団法人群馬経済研究所理事長
2010年２月 一般財団法人群馬経済研究所

代表理事・理事長
2016年６月 当社監査役（現任）
同 年同月 株式会社ＵＥＸ社外監査役（現任）
同 年７月 フロンティア・マネジメント株式会社

常勤顧問（現任）

0株

〔社外監査役候補者とした理由〕
　関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任し、幅広い見識を有しており、当社の
社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したためでありま
す。
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番号 氏 名
(生年月日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する

当社株式数

2
大
おおにし
西　勉

つとむ

( 1952年 )３月28日生

新任　社外　独立

1974年４月 公認会計士本島三郎事務所入所
1999年１月 大西勉税理士事務所開設
同 年同月 大西勉社会保険労務士事務所開設
2002年４月 前橋地方裁判所民事調停委員（現任）
2004年12月 朝日税理士法人創設代表社員
2018年２月 同法人顧問（現任）
2019年６月 しののめ信用金庫非常勤監査役（現任）

0株

〔社外監査役候補者とした理由〕
　税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、また、民事調停委員
等も歴任されていることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行して
いただけると判断したためであります。

（注）1. 所有する当社株式数は、2020年３月31日現在のものであります。
　 2. 二宮茂明、大西勉の両氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
　 3. 二宮茂明、大西勉の両氏は、社外監査役候補者であります。
　 4. 朝日税理士法人は、当社の顧問税理士であり、大西勉氏は同税理士法人の顧問を務めておりますが、

当連結会計年度における取引高は僅少であり、独立性に影響を及ぼすおそれはありません。
5. 当社は、二宮茂明、大西勉の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る
予定であります。

6. 二宮茂明氏の当社社外監査役就任期間は、本総会の終結の時をもって４年となります。
7. 当社は、二宮茂明氏との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１
項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認
可決された場合、引き続き同氏と、また大西勉氏とも責任限定契約を締結する予定であります。
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　第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願
いするものであります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、監査役全員の補欠として選任するものでありま
す。

氏 名
(生年月日) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式数

甲
こうたに
谷　隆和

たかかず

( 1962年 )４月13日生

再任　社外　独立

1989年８月 公認会計士・税理士
甲谷立馬事務所入所

2006年２月 税理士登録
2010年９月 甲谷隆和税理士事務所開業
同 年同月 同事務所所長（現任）

2017年２月 当社監査役
同 年６月 当社補欠監査役

2018年４月 当社監査役
同 年６月 当社補欠監査役（現任）

100株

〔補欠の社外監査役候補者とした理由〕
　税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、当社の社外監査役としての
職務を適切に遂行していただけると判断したためであります。

　

（注）1. 所有する当社株式数は、2020年３月31日現在のものであります。
　 2. 甲谷隆和氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
　 3. 甲谷隆和氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
　 4. 本議案が承認可決され、その後甲谷隆和氏が監査役に就任された場合、当社は同氏を株式会社東京証

券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
5. 本議案が承認可決され、その後甲谷隆和氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法
第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつ
き善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とす
る旨の責任限定契約を締結する予定であります。

　以 上
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（添付書類）
事 業 報 告

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用及び所得環境の改善により回復基調で推移し
ておりましたが、米中貿易摩擦の長期化や英国のＥＵ離脱問題等による不安定な海外経済に
加え、年度終盤に発生した世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、先行きは
極めて不透明な状況となっております。
　このような経済環境のもと、当社グループは、事業環境の変化に対応し、製品の高付加価
値化に取り組み、新規顧客の獲得やきめ細かい技術サポートを行うなど、さらなる事業基盤
の強化を図ってまいりました。その結果、化学品事業で減収、食品事業で増収となり、当社
グループの売上高は前期比2.4％減少の26,983百万円となりました。
　利益面では、高付加価値製品の拡販等により、営業利益は前期比19.9％増加の1,936百万
円、経常利益は前期比16.6％増加の2,141百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期
比16.4％増加の1,370百万円となりました。なお、食品事業製造設備の減損損失125百万円
を特別損失に計上しております。
　
　セグメント別の状況は、次のとおりであります。
[化学品事業]
　化学品事業においては、電子材料向け樹脂は、液晶向け製品及び有機ＥＬ向け製品が堅調
に推移したほか、先端材料向け製品の付加価値向上に注力した結果、半導体向け製品が好調
に推移しました。一方、建築関連向け樹脂は、非住宅用断熱材向け製品は堅調に推移しまし
たが、消費税増税による住宅着工件数の減少の影響を受け住宅用断熱材向け製品は低調とな
りました。また、自動車関連向け樹脂は、ブレーキ用摩擦材向け製品は、海外での新規拡販
に注力し増加しましたが、国内の鋳物用樹脂が低調に推移しました。さらに建設機械向け樹
脂についても、消費税増税の影響や台風等の自然災害により後半は低調に推移しました。以
上の結果、売上高は前期比3.7％減少の21,981百万円となりました。利益面では、電子材料
向け樹脂を中心とした高付加価値製品の拡販等により、営業利益は前期比9.9％増加の
1,992百万円となりました。
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[食品事業]
　食品事業においては、夏場の天候不順の影響はあったものの清涼飲料向けが堅調に推移
し、酒類向け製品も増加したこと及び異性化糖、水あめ製品の販売価格の是正を行った結
果、売上高は前期比4.2％増加の4,755百万円、営業損失は212百万円（前期353百万円の
営業損失）となりました。

[不動産活用業]
　不動産活用業においては、ほぼ前年並みで推移した結果、売上高は前期比0.3％増加の
246百万円、営業利益は前期比1.8％増加の156百万円となりました。

2. 対処すべき課題
　当社グループでは、「化学の知識とアイデアでソリューションを提供し、より豊かな未来
社会創りに貢献する」という経営理念のもと、下記重要課題の実現に向けて取り組んでまい
ります。

（1）食品事業の構造改革
　国内の甘味料業界は、甘味離れによる需要減少や市場の成熟化により、中長期的には大
きな成長は見込めない事業環境にあり、異性化糖・水あめなど糖化製品が大半を占める現
在の当社の食品事業の収益性も、近年その影響を大きく受けております。
　そのような状況の中、食品事業の立て直しに向け、従来の糖化製品については引き続き
事業の見直しを図ると共に、糖化技術を活用した機能性食品分野への開発強化を図り、新
たな価値の創造に取り組んでまいります。
　また、化学合成技術を活用した、「糖の構造」を基盤とする新たな製品開発を推進し、
地球温暖化など環境問題への対応に取り組んでまいります。
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（2）産業構造変化への対応と新たなソリューションの提供
　飛躍的に進展する社会のデジタル化は、５Ｇ導入による生産現場のＩｏＴ化やＡＩを活
用したマテリアルズ・インフォマティクスによる材料開発など、産業構造そのものを大き
く変貌させ、また、それを支える電子材料は今後も大きく需要を伸ばすことが予想されま
す。
　引き続き、電子材料向け素材を注力事業分野とし、戦略的な経営資源の増強を継続する
と共に、高集積化や低メタル化などの最先端ニーズに対応するための技術開発を強化し、
大学や外部研究機関との共同研究への取り組みも拡大してまいります。
　人口減少や高齢化などによる産業構造の変化に対しては、作業現場における「省力化・
自動化」、「工程時間短縮」、「作業環境改善」など、また、食生活における「安心安全」、
「健康増進」、「食品ロス削減」など根源的な顧客ニーズへのソリューション提供を持続的
な事業機会と捉え、化学品における３Ｄプリンタ関連素材や環境対応樹脂製品、また、食
品における非遺伝子組み換え素材や冷凍耐性強化素材などの製品開発を強化してまいりま
す。

（3）ＳＤＧｓと共に歩む経営の追求
　当社はＧＣＩグループＣＳＲ方針を定め、持続的な環境配慮と地域貢献を基軸として、
グループ全体での活動を推進してまいりました。ＧＣＩ単体の2019年度実績としては、
エネルギーを起源とするＣＯ ₂ 排出量を2012年対比で20％削減するなど、継続的な省エ
ネ活動に努めております。
　また、糖由来の原料を利用した住宅断熱材用のバインダーや、和菓子の賞味期限を延長
させる甘味素材などの開発に取り組み、グループネットワークを通じ海外でも市場展開を
進めてまいりました。
　引き続きＳＤＧｓへの取り組みを深め、企業としての社会的責任を果たすと共に、海洋
廃プラ問題や食品ロス問題など様々な社会的課題を事業機会と捉え、当社グループの目指
すグリーンケミストリーによるソリューションの提供を実現し、社会と共に持続的成長を
歩む経営を追求してまいります。

　株主の皆様におかれましては、なお、一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。
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3. 設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は1,537百万円であり、その主なものは、次
のとおりであります。
（1）当連結会計年度中に完成した主要な設備

当社
　製造管理設備（群馬工場）
社宅厚生設備（滋賀工場）

（2）当連結会計年度において継続中の主要な設備
該当する事項はありません。

（3）重要な固定資産の売却、撤去、滅失
該当する事項はありません。

4. 財産及び損益の状況

区 分 第100期
2016年度

第101期
2017年度

第102期
2018年度

第103期
2019年度

(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 25,363 26,393 27,636 26,983

経 常 利 益(百万円) 2,923 2,708 1,836 2,141

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,856 1,583 1,176 1,370

１株当たり当期純利益( 円 ) 266.36 228.59 169.77 198.93

純 資 産(百万円) 40,452 41,954 41,746 42,020

１ 株 当 た り 純 資 産( 円 ) 5,655.51 5,852.33 5,813.59 6,014.34

総 資 産(百万円) 51,216 52,205 51,048 50,626

（注）1. １株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数、１株当たり純資産は自己株
式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

2. 当社は、2016年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。こ
れに伴い、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産につきましては、当該株式併合が第100期
の期首時点で行われたと仮定して算定しております。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第
102期の期首から適用しており、第101期に係る数値等については、当該会計基準等を遡って適用
した後の数値等となっております。
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5. 重要な親会社及び子会社の状況
（1）親会社との関係

該当する事項はありません。
（2）重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当 社 の
出資比率 主要な事業内容

Ｔｈａｉ ＧＣＩ Ｒｅｓｉｔｏｐ
Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

288
百万バーツ 60.2％ 化 学 品 事 業

Ｉｎｄｉａ ＧＣＩ Ｒｅｓｉｔｏｐ
Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

390
百万インドルピー 66.7％ 化 学 品 事 業

東北ユーロイド工業株式会社 80百万円 100.0％ 化 学 品 事 業

Ａｍｅｒｉｃａｎ ＧＣＩ Ｒｅｓｉｔｏｐ, Ｉｎｃ． ２百万米ドル 100.0％ 化 学 品 事 業

（注） 上記重要な子会社４社を含め連結子会社は５社であります。
（3）事業年度末日における特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。

6. 主要な事業内容
事 業 名 主 要 製 品

化 学 品 事 業 工業用フェノール樹脂（レヂトップ）
特殊フェノール樹脂（ミレックス）
鋳物用粘結剤（αsystem・βsystem・NFURAN）
電子材料用樹脂
高機能繊維（カイノール）
真球状樹脂
ビスフェノールF

食 品 事 業 異性化糖(スリーシュガー)
ブドウ糖（コーソグル群栄）
水あめ（マルトフレッシュ）
オリゴ糖（グンエイオリゴ）
ピュアトース
穀物シロップ

不 動 産 活 用 業 所有する不動産の賃貸
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7. 主要な営業所及び工場
　 【当社】

名 称 所 在 地
本 社 群馬県高崎市宿大類町７００番地
群 馬 工 場 群馬県高崎市
滋 賀 工 場 滋賀県湖南市
高 崎 支 店 群馬県高崎市
東 京 支 店 東京都中央区
大 阪 支 店 大阪市北区

　 【連結子会社】
　 （国内）

社 名 所 在 地
東 北 ユ ー ロ イ ド 工 業 株 式 会 社 岩手県北上市
株 式 会 社 ビ ッ グ ト レ ー デ ィ ン グ 群馬県高崎市

　

　 （海外）
社 名 所 在 地

Ｔ ｈ ａ ｉ Ｇ Ｃ Ｉ Ｒ ｅ ｓ ｉ ｔ ｏ ｐ
Ｃ ｏ ｍ ｐ ａ ｎ ｙ Ｌ ｉ ｍ ｉ ｔ ｅ ｄ タイ王国ラヨーン県マプタプット市

Ｉ ｎ ｄ ｉ ａ Ｇ Ｃ Ｉ Ｒ ｅ ｓ ｉ ｔ ｏ ｐ
Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｔ ｅ Ｌ ｉ ｍ ｉ ｔ ｅ ｄ

インド共和国タミルナードゥ州
チェンナイ市

Ａｍｅｒｉｃａｎ ＧＣＩ Ｒｅｓｉｔｏｐ, Ｉｎｃ． アメリカ合衆国イリノイ州シャンバーグ市

　
8. 従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

化 学 品 事 業 421名 ７名減

食 品 事 業 53名 ３名減

合 計 474名 10名減

（注） 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループ
への出向者を含む就業人員数であります。
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9. その他企業集団に関する重要な事項
過去の有価証券投資に対する民事提訴について
　当社は、オリンパス株式会社をめぐる、いわゆる一連の損失飛ばし事件において同社が出
資する『株式会社アルティス』、『株式会社ヒューマラボ』、『NEWS CHEF 株式会社』の投
資について、当該有価証券の勧誘を行った横尾宣政氏、羽田拓氏に対し、損害賠償請求の民
事訴訟を提訴してまいりました。
　横尾宣政氏に対しましては東京高等裁判所における判決が確定、羽田拓氏に対しましては
東京地方裁判所における判決が確定いたしました。
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Ⅱ．会社の株式に関する事項
1. 発行可能株式総数 17,621,100株

　
2. 発行済株式の総数 8,998,308株

（自己株式2,277,870株を含む）
　
3. 当期末株主数 5,320名

　
4. 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口） 618,500株 9.20％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 521,800 7.76

群 栄 化 学 取 引 先 持 株 会 513,042 7.63

株 式 会 社 群 馬 銀 行 304,512 4.53

株 式 会 社 横 浜 銀 行 245,853 3.66

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 232,700 3.46

東 京 応 化 工 業 株 式 会 社 168,330 2.50

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 160,537 2.39

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 158,407 2.36

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 157,289 2.34

（注）１． 当社は、自己株式（2,277,870株）を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
　２． 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数（6,720,438株）を基準に算出して

おります。
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Ⅲ．会社役員に関する事項
1. 取締役及び監査役の氏名等（2020年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 有 田 喜 一 経営全般

代表取締役 社長執行役員 有 田 喜一郎 経営全般・監査室・品質保証チーム管掌

取締役 執行役員 湯 浅 快 哉 管理本部長

取 締 役 岩 淵 滋 フクビ化学工業株式会社 社外取締役

取 締 役 田 村 正 明

常 勤 監 査 役 瀧 井 康 雄

監 査 役 二 宮 茂 明 株式会社ＵＥＸ 社外監査役
フロンティア・マネジメント株式会社 常勤顧問

監 査 役 塚 田 和 男 三菱ガス化学株式会社 在籍
ＭＧＣターミナル株式会社 出向 専務取締役

（注）1. 取締役岩淵滋、田村正明の両氏は、社外取締役であります。
なお、岩淵滋、田村正明の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取
引所に届け出ております。

2. 監査役二宮茂明、塚田和男の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役二宮茂明氏は、関東財務局長をはじめ官民の要職を歴任しており、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。

4. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動
（1）退任

2019年６月17日開催の第102回定時株主総会終結の時をもって、監査役湯浅快哉氏は、任期
満了により退任いたしました。

（2）新任
2019年６月17日開催の第102回定時株主総会において、新たに湯浅快哉氏が取締役に、瀧井
康雄氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。
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2. 責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役及び各監査役との間に、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失
がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結し
ております。

3. 取締役及び監査役の報酬等の額
取締役５名 203百万円 （うち社外取締役２名９百万円）
監査役４名 27百万円 （うち社外監査役２名９百万円）

（注）1. 期末現在の取締役の人員数は５名（うち社外取締役２名）、監査役３名（うち社外監査役２名）で
あります。なお、上記の支給人員との相違は、2019年６月17日開催の第102回定時株主総会をも
って退任された監査役１名が含まれていることによるものであります。また、報酬等の額には同定
時株主総会をもって退任された監査役１名分が含まれております。

2. 取締役の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第99回定時株主総会において、「年額３億円以内
（うち社外取締役３千万円以内）」（使用人兼務役員の使用人分給与を含まない）と決議されており
ます。

3. 監査役の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第99回定時株主総会において、「年額36百万円以
内」と決議されております。

4. 取締役及び監査役の報酬等の額の決定に関する方針
　取締役の報酬等は、役職に応じた固定報酬（月額報酬）と連結営業利益を指標とする業績
連動報酬（役員賞与）から構成されており、独立社外取締役を議長とする指名・報酬諮問会
議の審議・提案を受け、総額及び配分を取締役会が決定しております（社外取締役について
は、固定報酬のみとしております）。
　監査役の報酬等は、固定報酬のみとし、監査役会の協議により作成された原案を指名・報
酬諮問会議が審議・同意し、そのうえで総額及び配分を監査役会が決定しております。
　なお、これら役員報酬等の種類は金銭としておりますが、株主目線での経営を行うことを
目的に、取締役（社外取締役を除く）及び常勤監査役の報酬等の一定額を役員持株会に拠出
しております。株式報酬の導入につきましては、今後の検討課題としております。
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5. 社外役員に関する事項
（1）重要な兼職先と当社との関係
① 社外取締役岩淵滋氏の兼職先であるフクビ化学工業株式会社と当社との間には、特別

な関係はありません。
② 社外監査役二宮茂明氏の兼職先である株式会社ＵＥＸ及びフロンティア・マネジメン
ト株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。

③ 社外監査役塚田和男氏の兼職先である三菱ガス化学株式会社は、当社の主要な仕入先
であります。また、出向先であるＭＧＣターミナル株式会社と当社との間には、特別
な関係はありません。

　
（2）当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 岩 淵 滋 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、
議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 田 村 正 明 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、
議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 二 宮 茂 明
当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回に、また、
監査役会12回のすべてに出席し、議案審議等に必要な発言を
適宜行っております。

監 査 役 塚 田 和 男
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に、また、
監査役会12回のすべてに出席し、議案審議等に必要な発言を
適宜行っております。
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Ⅳ．会計監査人の状況
1. 会計監査人の名称
　赤坂有限責任監査法人

　
2. 責任限定契約の内容の概要
　当社は会計監査人と、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約の締結はいた
しておりません。

　
3. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
（1）当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

28百万円
（2）当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

28百万円
（注）1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を
確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第
399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融
商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できない
ことから、上記(1)の金額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託し
ておりません。

4. 当社の重要な子会社である、Thai GCI Resitop Company Limited 及び India GCI
Resitop Private Limited は当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

　
4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいず
れかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　また、上記の場合の他、会計監査人の独立性や監査の品質等を総合的に勘案して、監査役
会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づ
き、当該議案を株主総会に提案いたします。
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Ⅴ．会社の体制及び方針
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び当該体制の運用状況の概要は、以下
のとおりであります。
　

＜業務の適正を確保するための体制＞
1．当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制

　
(1)取締役会は、取締役及び従業員等が法令・定款及び社内諸規程、規則を遵守した行動
を取るための規範として、「ＧＣＩグループ基本理念」、「ＧＣＩグループステークホ
ルダー方針」、「ＧＣＩグループ行動基準」及び「コンプライアンス規程」を定める。

(2)取締役会は、取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、コンプラ
イアンス違反の未然防止を図るため、役職員等へのコンプライアンス教育を行う。ま
た、コンプライアンスに関する重要な問題が発生した場合は、取締役会、経営会議で
審議しその取り組みを決定する。

(3)取締役会は、コンプライアンス委員会を通じてコンプライアンスに関する内部通報制
度を設け、社内における法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報
者に不利益が生じないことを確保する。

(4)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては一切の関係を持たず、
断固とした態度で対応することを「ＧＣＩグループ行動基準」及び「反社会的勢力排
除規程」に定める。

　
2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　
(1)取締役は、「定款」、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に則り、取締役会議事録
を作成し出席者が押印した後、決議に関する資料とあわせて保存し閲覧可能な状態に
維持するものとする。

(2)取締役会は、経営会議等の各会議体の事務局を通じて、経営の意思決定及び業務執行
に係る記録を作成・保管し、「稟議規程」に基づき起案され決裁を受けた稟議書は、
担当部署を通じて文書又は電磁的方法により保管する。
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3．当社及びその子会社から成る企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

　
(1)取締役会は「リスク管理基本規程」に基づき、リスクの分類・評価を行い、平時の予
防体制の整備に努める。
子会社の管掌取締役は、子会社におけるリスク管理の取り組み及び規程の整備等につ
いて、定期的に取締役会へ報告する。

(2)取締役会はリスクが現実化し、重大な損害の発生が予想される場合には、「危機管理
規程」及びその下位規程である「リスクマネジメントガイドライン」に基づき、事業
継続の対策などの管理体制を整備し被害の最小化に努める。

　
4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　
(1)取締役会は「会社方針」を策定し、「会社方針」に基づく個々の重要な業務の執行状
況につき、管掌取締役からの報告を受け、業務執行の進捗を管理する。

(2)経営会議は「経営会議規程」に則り開催し、その審議を経て、執行を決定するものと
する。

(3)取締役会あるいは経営会議の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、
「決裁権限規程」、「稟議規程」及び「役職規程」に則り、責任者を明確にして業務を
遂行する。

(4)取締役会は法令等の改正にあわせ、社内規程の体系的な整備を継続的に推進する。
　

5．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　

(1)取締役会は、子会社の自主運営を尊重するとともに、ＧＣＩグループの業務の適正と
効率化を確保するため子会社管理を実施する。

(2)当社の取締役、監査役あるいは従業員を、「取締役会規程」に則り、取締役会決議を
経て、子会社の取締役あるいは監査役に選任あるいは兼任させるものとする。ただ
し、当社監査役は関係会社の取締役を兼任することはできない。

(3)当社及びその子会社から成る企業集団については、「関係会社管理規程」に則り、管
掌部署である製造本部、管理本部及び営業・マーケティング本部の各本部長が管理の
実務を担当し、定期的に取締役会に報告する体制を整備する。

(4)当社の監査室は、当社及びその子会社に対し定期的な内部監査を実施し、その監査結
果を当社の代表取締役、監査役及び関係部署に報告し、業務の適正化に向けた提言を
行う。
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6．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　
(1)監査役の職務を補助すべき使用人（以下「監査役スタッフ」という）に関しては、
「監査役会規則」に則り任命する。
(2)監査役スタッフとしては、取締役及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。
(3)監査役スタッフとしての人事考課は監査役が行い、人事異動、懲戒処分等を行う場合
は監査役会の同意を得ることとする。

7．当社及びその子会社の取締役、使用人等が監査役に報告をするための体制、報告をした
ことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　
(1)監査役は「監査役監査基準」に則り、稟議書等重要な文書を閲覧し、必要に応じて取
締役あるいは従業員等から説明を求めることができる。また、定期的に取締役及び従
業員の業務監査並びに子会社に対する監査を行い、必要があると認めるときは意見を
述べなければならない。

(2)取締役会は、常勤監査役もＧＣＩグループの内部通報の通報窓口とすることを「コン
プライアンス規程」に定めており、当社及びその子会社の役職員は常勤監査役に通報
することができる。

(3)取締役会は、監査役監査の実効性確保のために必要な情報について、従業員が監査役
に報告しなければならないことを「就業規則」に定めている。

(4)当社及びその子会社の従業員等に対し、監査役への情報提供を理由とした不利益な処
遇は一切行わない。

8．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行につ
いて生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　
(1)監査役の職務の遂行によって生じる費用等については、監査役会で承認された予算に
基づき会社が負担するものとする。

(2)監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の
費用で法律・会計の専門家を活用することができるものとする。
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9．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　

(1)監査役は「取締役会規程」に則り取締役会に出席し必要があると認めるときは意見を
述べなければならない。また、その他経営会議等の重要な会議に出席し必要があると
認めるときは意見を述べることができる。

(2)監査役会は取締役社長等との会合を定期的に実施し、会社が対処すべき課題、監査上
の重要課題等について意見交換し、取締役社長との相互認識を深める。

(3)監査役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施する。
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＜業務の適正を確保するための体制の運用状況＞
1．当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制

　
　当社が定める社内諸規程、規則の見直しを必要に応じて行い、最新版を常時可視的に
確認できるよう社内ＬＡＮに提示し、周知徹底を図っております。
　また、当社はコンプライアンス違反の早期発見及び未然防止を目的とし、取締役及び
執行役員を中心に構成されたコンプライアンス委員会を定期的又は適宜開催し、コンプ
ライアンスに関する課題について協議を行っております。
　当該委員会は内部通報制度の運用状況を確認し、コンプライアンス違反疑義事象が発
生した場合には、その調査等を行っております。
　反社会的勢力への対応を定めた「ＧＣＩグループ行動基準」及び「反社会的勢力排除
規程」についても定期的な見直しを行っており、警察機関等関係各所と連携した社内研
修を行うなど、全社的に啓蒙を図っております。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　

　取締役会議事録については、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に則り、出席者
が確認、押印後、決議に関する資料とあわせて取締役会事務局が保存し、常に閲覧可能
な状態を維持しており、また、各部署から起案され決裁を受けた稟議書については、稟
議書受付部署が保管・管理を行っております。

3．当社及びその子会社から成る企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

　
　期初に各部門ごとに想定されるリスクを抽出し、リスク低減計画を作成し取り組んで
おり、その進捗については定期的に管掌取締役へ報告され、年度まとめについては、担
当取締役から翌年度の取締役会で報告を行っております。子会社については、管掌部署
と連携しリスク低減に取り組んでおります。
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4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　

　取締役会は個々の重要な業務執行について、業務の効率性の観点から３ヶ月に１度以
上、取締役からの報告に基づき進捗を管理し、会社方針に則って業務が執行されている
か監督しており、経営会議で取締役会付議事項の事前協議、重要な投資案件及びその他
重要な業務執行事項の審議、決議を行っております。
　取締役会あるいは経営会議の決定に基づく業務については、「業務分掌規程」及び
「役職規程」に基づいて責任者を明確にし、その執行については「決裁権限規程」、「稟
議規程」に基づき適切な協議、決議を経たうえで実施しております。
　また、社内規程についても体系的な整備を行い、法令等の改正を踏まえ定期的に見直
し、新規制定や改訂等を実施しております。

5．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　

　当社及びその子会社から成る企業集団における重要な業務執行においては、「関係会
社管理規程」に則り、管掌部署である製造本部、管理本部及び営業・マーケティング本
部が管理の実務を担当し、連結子会社に役職員を派遣させることに加え、事前の報告・
承認体制を整えております。
　また、「決裁権限規程」に則り、該当する重要事項については取締役会に報告してお
り、監査室は監査計画に基づき当社及び子会社の内部監査を実施し、監査結果及び指摘
事項の是正状況を含めて代表取締役、常勤監査役に報告しております。
　子会社の取締役あるいは監査役については、取締役会の決議により選任しておりま
す。なお、当社監査役の関係会社取締役兼任の実績はございません。

6．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　
　監査役スタッフは監査室の従業員から任命され、現在３名が監査役スタッフ業務と内
部監査業務を兼任しております。監査役スタッフに関する業務は、常勤監査役の指示に
従い業務を遂行しております。
　監査役スタッフ業務に関する評価は監査役が行い、監査役スタッフの人事異動等につ
いては監査役会の同意を得たうえで実施しております。
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7．当社及びその子会社の取締役、使用人等が監査役に報告をするための体制、報告をした
ことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　
　決裁を受けた稟議書は監査役に回覧され、監査役が必要と認めた場合は役職員に説明
を求めて妥当性を確認しており、定期的に取締役、執行役員及び部長職の業務監査を実
施し、課題等について代表取締役との定期会合において情報を共有しております。
　また、子会社に対する監査も定期的に実施し、検出された経営上の課題等について取
締役へ伝達し、改善の方向性を提言しております。
　「コンプライアンス規程」では監査役も内部通報窓口の一つとして定めており、役職
員からの情報が監査役に提供できる体制を構築しております。
　「就業規則」及び「コンプライアンス規程」において、当社及び子会社の従業員に対
し、監査役監査の実効性確保のために必要な事項については、ただちに監査役に報告し
なければならないこと、及び会社は通報者に対し監査役への情報提供を理由とした不利
益な扱いをしてはならないことを定めております。

8．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行につ
いて生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　
　監査役会の経費予算は、年間活動計画とともに常勤監査役が策定し、監査役会の承認
を経て会社予算に含めて計上され会社が負担しております。

9．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　

　監査役は取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、監査役の立場から意見を述べ
ております。会社として対処すべき課題等を監査役会で協議し、常勤監査役と取締役社
長との定期的な会合において情報を共有しております。
　また、社外監査役を含む監査役会と代表取締役との会合は年２回実施し、相互の認識
を深めております。監査役は、会計監査人とは定期的に、また、監査室とは四半期に１
度定期連絡会を実施しております。
　その他必要に応じ適宜会計監査人及び監査室と情報交換を行い情報の共有を図ってお
ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 21,440 流 動 負 債 6,413
現 金 及 び 預 金 6,400 買 掛 金 3,603
受 取手形及び売掛金 7,532 １年内に返済する長期借入金 450
有 価 証 券 3,199 未 払 金 1,610
商 品 及 び 製 品 2,266 未 払 法 人 税 等 295
仕 掛 品 679 賞 与 引 当 金 339
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,133 そ の 他 114
そ の 他 231 固 定 負 債 2,192
貸 倒 引 当 金 △3 繰 延 税 金 負 債 100

固 定 資 産 29,185 環 境 対 策 引 当 金 7
有 形 固 定 資 産 18,956 固定資産撤去引当金 22
建 物 及 び 構 築 物 6,606 退 職給付に係る負債 1,543
機 械装置及び運搬具 3,782 そ の 他 518
土 地 7,969 負 債 合 計 8,605
リ ー ス 資 産 90 純 資 産 の 部
建 設 仮 勘 定 34 株 主 資 本 39,649
そ の 他 473 資 本 金 5,000
無 形 固 定 資 産 552 資 本 剰 余 金 25,690
ソ フ ト ウ ェ ア 63 利 益 剰 余 金 14,934
の れ ん 481 自 己 株 式 △5,975
そ の 他 7 その他の包括利益累計額 769
投資その他の資産 9,677 その他有価証券評価差額金 554
投 資 有 価 証 券 8,185 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △0
繰 延 税 金 資 産 404 為 替 換 算 調 整 勘 定 217
そ の 他 1,162 退職給付に係る調整累計額 △2
貸 倒 引 当 金 △75 非 支 配 株 主 持 分 1,601

純 資 産 合 計 42,020
資 産 合 計 50,626 負債・純資産合計 50,626

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

（単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 26,983
売 上 原 価 21,155

売 上 総 利 益 5,828
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,891
営 業 利 益 1,936

営 業 外 収 益 250
受 取 利 息 及 び 配 当 金 194
そ の 他 56

営 業 外 費 用 45
支 払 利 息 2
為 替 差 損 14
訴 訟 関 連 費 用 20
そ の 他 8
経 常 利 益 2,141

特 別 利 益 168
投 資 有 価 証 券 売 却 益 37
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額 131
そ の 他 0

特 別 損 失 359
固 定 資 産 処 分 損 232
減 損 損 失 125
そ の 他 1

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,950
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 440
法 人 税 等 調 整 額 24 465
当 期 純 利 益 1,485
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 115
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,370

　

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 5,000 25,690 14,118 △5,474 39,334

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △554 △554

親会社株主に帰属する当期純利益 1,370 1,370

自 己 株 式 の 取 得 △501 △501

当 期 変 動 額 合 計 － － 815 △501 314

当 期 末 残 高 5,000 25,690 14,934 △5,975 39,649
　

その他の包括利益累計額
非支配株主持分その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額

当 期 首 残 高 915 △0 86 △53 1,463

当 期 変 動 額
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △360 0 131 50 138

当 期 変 動 額 合 計 △360 0 131 50 138

当 期 末 残 高 554 △0 217 △2 1,601
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 18,326 流 動 負 債 5,966
現 金 及 び 預 金 4,677 買 掛 金 3,352
受 取 手 形 1,346 １年内に返済する長期借入金 450
売 掛 金 5,310 未 払 金 1,514
有 価 証 券 3,199 未 払 法 人 税 等 262
商 品 及 び 製 品 1,978 賞 与 引 当 金 327
仕 掛 品 669 そ の 他 59
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 828 固 定 負 債 1,919
そ の 他 315 退 職 給 付 引 当 金 1,462
貸 倒 引 当 金 △0 そ の 他 456

固 定 資 産 28,326
有 形 固 定 資 産 16,584
建 物 5,418
構 築 物 563 負 債 合 計 7,886
機 械 及 び 装 置 2,396 純 資 産 の 部
車 輌 運 搬 具 27 株 主 資 本 38,231
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 418 資 本 金 5,000
土 地 7,647 資 本 剰 余 金 25,688
リ ー ス 資 産 79 資 本 準 備 金 7,927
建 設 仮 勘 定 33 そ の 他 資 本 剰 余 金 17,760
無 形 固 定 資 産 547 利 益 剰 余 金 13,519
の れ ん 481 そ の 他 利 益 剰 余 金 13,519
そ の 他 66 繰 越 利 益 剰 余 金 13,519
投資その他の資産 11,195 自 己 株 式 △5,975
投 資 有 価 証 券 8,096 評価・換算差額等 534
関 係 会 社 株 式 1,450 その他有価証券評価差額金 534
長 期 貸 付 金 180 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △0
繰 延 税 金 資 産 398
そ の 他 1,144
貸 倒 引 当 金 △75 純 資 産 合 計 38,766
資 産 合 計 46,652 負債・純資産合計 46,652

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 22,584
売 上 原 価 17,512

売 上 総 利 益 5,072
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,465
営 業 利 益 1,607

営 業 外 収 益 347
受 取 利 息 及 び 配 当 金 303
そ の 他 44

営 業 外 費 用 49
支 払 利 息 2
為 替 差 損 20
訴 訟 関 連 費 用 20
そ の 他 6
経 常 利 益 1,906

特 別 利 益 168
投 資 有 価 証 券 売 却 益 37
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 額 131
そ の 他 0

特 別 損 失 355
固 定 資 産 処 分 損 228
減 損 損 失 125
そ の 他 1
税 引 前 当 期 純 利 益 1,719
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 375
法 人 税 等 調 整 額 20 396
当 期 純 利 益 1,322

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

（単位：百万円）
　

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

その他利益剰余金
繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 5,000 7,927 17,760 12,751

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △554

当 期 純 利 益 1,322

当 期 変 動 額 合 計 － － － 767

当 期 末 残 高 5,000 7,927 17,760 13,519
　

株 主 資 本 評価・換算差額等

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益

当 期 首 残 高 △5,474 37,965 915 △0

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △554

当 期 純 利 益 1,322

自 己 株 式 の 取 得 △501 △501
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） △381 0

当 期 変 動 額 合 計 △501 266 △381 0

当 期 末 残 高 △5,975 38,231 534 △0
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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　連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月11日

群栄化学工業株式会社
　取締役会 御中

赤 坂 有 限 責 任 監 査 法 人
東京都港区
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 黒 崎 知 岳 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 荒 川 和 也 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、群栄化学工業株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、群栄化学工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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　会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年５月11日

群栄化学工業株式会社
　取締役会 御中

赤 坂 有 限 責 任 監 査 法 人
東京都港区
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 黒 崎 知 岳 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 荒 川 和 也 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、群栄化学工業株式会社の2019年４月１日
から2020年３月31日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
　

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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　監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第103期事業年度の取締役の職務の執行
に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
　会計監査人赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 2020年５月12日

群栄化学工業株式会社 監査役会

常勤監査役 瀧 井 康 雄 ㊞
社外監査役 二 宮 茂 明 ㊞
社外監査役 塚 田 和 男 ㊞

　
　

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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株主総会 会場

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
　 　◎ 会 場　 群馬県高崎市宿大類町700番地

群栄化学工業株式会社 大会議室 TEL 027－353－1818(代表)
◎ 交 通　 高崎駅（東口）からタクシー15分


